
高等学校・国語 【高等学校学習指導要領(平成３０年告示)国語】(P.36) 

第２　言語文化

目　標

　言葉による見方・考え方を働かせ，言語活動を通して，国語で的確に理解し効果

的に表現する資質・能力を次のとおり育成することを目指す。

　生涯にわたる社会生活に必要な国語の知識や技能を身に付けるとともに, 我が

国の言語文化に対する理解を深めることができるようにする。

　論理的に考える力や深く共感したり豊かに想像したりする力を伸ばし，他者と

の関わりの中で伝え合う力を高め，自分の思いや考えを広げたり深めたりするこ

とができるようにする。

　言葉がもつ価値への認識を深めるとともに, 生涯にわたって読書に親しみ自己

を向上させ, 我が国の言語文化の担い手としての自覚をもち，言葉を通して他者

や社会に関わろうとする態度を養う。

高等学校・地理歴史 【高等学校学習指導要領(平成３０年告示)地理歴史】(P.52) 

第２　地理探究

目　標

　社会的事象の地理的な見方・考え方を働かせ，課題を追究したり解決したりする

活動を通して，広い視野に立ち，グローバル化する国際社会に主体的に生きる平和

で民主的な国家及び社会の有為な形成者に必要な公民としての資質・能力を次のと

おり育成することを目指す。

　地理に関わる諸事象に関して，世界の空間的な諸事象の規則性，傾向性や，世

界の諸地域の地域的特色や課題などを理解するとともに，地図や地理情報システ

ムなどを用いて，調査や諸資料から地理に関する様々な情報を適切かつ効果的に

調べまとめる技能を身に付けるようにする。

　地理に関わる事象の意味や意義，特色や相互の関連を，位置や分布，場所，人

間と自然環境との相互依存関係，空間的相互依存作用，地域などに着目して，系

統地理的，地誌的に，概念などを活用して多面的・多角的に考察したり，地理的

な課題の解決に向けて構想したりする力や，考察，構想したことを効果的に説明

したり，それらを基に議論したりする力を養う。

　地理に関わる諸事象について，よりよい社会の実現を視野にそこで見られる課

題を主体的に探究しようとする態度を養うとともに，多面的・多角的な考察や深

い理解を通して涵養される日本国民としての自覚，我が国の国土に対する愛情，

世界の諸地域の多様な生活文化を尊重しようとすることの大切さについての自覚

などを深める。

校種・教科
（科目）等

教科指導についての質問で扱う学習指導要領の目標

１

１

(3)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)



高等学校・地理歴史 【高等学校学習指導要領(平成３０年告示)地理歴史】(P.63) 

第４　日本史探究

目　標

　社会的事象の歴史的な見方・考え方を働かせ，課題を追究したり解決したりする

活動を通して，広い視野に立ち，グローバル化する国際社会に主体的に生きる平和 

で民主的な国家及び社会の有為な形成者に必要な公民としての資質・能力を次のと

おり育成することを目指す。

　我が国の歴史の展開に関わる諸事象について，地理的条件や世界の歴史と関連

付けながら総合的に捉えて理解するとともに，諸資料から我が国の歴史に関する

様々な情報を適切かつ効果的に調べまとめる技能を身に付けるようにする。 

　我が国の歴史の展開に関わる事象の意味や意義，伝統と文化の特色などを，時

期や年代，推移，比較，相互の関連や現在とのつながりなどに着目して，概念な

どを活用して多面的・多角的に考察したり，歴史に見られる課題を把握し解決を

視野に入れて構想したりする力や，考察，構想したことを効果的に説明したり，

それらを基に議論したりする力を養う。 

　我が国の歴史の展開に関わる諸事象について，よりよい社会の実現を視野に課

題を主体的に探究しようとする態度を養うとともに，多面的・多角的な考察や深

い理解を通して涵養される日本国民としての自覚，我が国の歴史に対する愛情，

他国や他国の文化を尊重することの大切さについての自覚などを深める。

【高等学校学習指導要領(平成３０年告示)地理歴史】(P.69～70) 

第５　世界史探究

目　標

　社会的事象の歴史的な見方・考え方を働かせ，課題を追究したり解決したりする

活動を通して，広い視野に立ち，グローバル化する国際社会に主体的に生きる平和

で民主的な国家及び社会の有為な形成者に必要な公民としての資質・能力を次のと

おり育成することを目指す。

　世界の歴史の大きな枠組みと展開に関わる諸事象について，地理的条件や日本

の歴史と関連付けながら理解するとともに，諸資料から世界の歴史に関する様々

な情報を適切かつ効果的に調べまとめる技能を身に付けるようにする。

　世界の歴史の大きな枠組みと展開に関わる事象の意味や意義，特色などを，時

期や年代，推移，比較，相互の関連や現代世界とのつながりなどに着目して，概

念などを活用して多面的・多角的に考察したり，歴史に見られる課題を把握し解

決を視野に入れて構想したりする力や，考察，構想したことを効果的に説明した

り，それらを基に議論したりする力を養う。

　世界の歴史の大きな枠組みと展開に関わる諸事象について，よりよい社会の実

現を視野に課題を主体的に探究しようとする態度を養うとともに，多面的・多角

的な考察や深い理解を通して涵養される日本国民としての自覚，我が国の歴史に

対する愛情，他国や他国の文化を尊重することの大切さについての自覚などを深

める。
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高等学校・数学 【高等学校学習指導要領(平成３０年告示)数学】（P.91）

第１　数学Ⅰ

目　標

　数学的な見方・考え方を働かせ，数学的活動を通して，数学的に考える資質・能

力を次のとおり育成することを目指す。

　数と式，図形と計量，二次関数及びデータの分析についての基本的な概念や原

理・法則を体系的に理解するとともに，事象を数学化したり，数学的に解釈した

り，数学的に表現・処理したりする技能を身に付けるようにする。

　命題の条件や結論に着目し，数や式を多面的にみたり目的に応じて適切に変形

したりする力，図形の構成要素間の関係に着目し，図形の性質や計量について論

理的に考察し表現する力，関数関係に着目し，事象を的確に表現してその特徴を

表，式，グラフを相互に関連付けて考察する力，社会の事象などから設定した問

題について，データの散らばりや変量間の関係などに着目し，適切な手法を選択

して分析を行い，問題を解決したり，解決の過程や結果を批判的に考察し判断し

たりする力を養う。

　数学のよさを認識し数学を活用しようとする態度，粘り強く考え数学的論拠に

基づいて判断しようとする態度，問題解決の過程を振り返って考察を深めたり，

評価・改善したりしようとする態度や創造性の基礎を養う。

高等学校・理科 【高等学校学習指導要領(平成３０年告示)理科】(P.105)

(物理) 第２　物理基礎

目　標

　物体の運動と様々なエネルギーに関わり，理科の見方・考え方を働かせ，見通し

をもって観察，実験を行うことなどを通して，物体の運動と様々なエネルギーを科

学的に探究するために必要な資質・能力を次のとおり育成することを目指す。

　日常生活や社会との関連を図りながら，物体の運動と様々なエネルギーについ

て理解するとともに，科学的に探究するために必要な観察，実験などに関する基

本的な技能を身に付けるようにする。

　観察，実験などを行い，科学的に探究する力を養う。

　物体の運動と様々なエネルギーに主体的に関わり，科学的に探究しようとする

態度を養う。

高等学校・理科 【高等学校学習指導要領(平成３０年告示)理科】(P.112)

(化学) 第４　化学基礎

目　標

　物質とその変化に関わり，理科の見方・考え方を働かせ，見通しをもって観察，

実験を行うことなどを通して，物質とその変化を科学的に探究するために必要な資

質・能力を次のとおり育成することを目指す。

　日常生活や社会との関連を図りながら，物質とその変化について理解するとと

もに，科学的に探究するために必要な観察，実験などに関する基本的な技能を身

に付けるようにする。

　観察，実験などを行い，科学的に探究する力を養う。

　物質とその変化に主体的に関わり，科学的に探究しようとする態度を養う。
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高等学校・理科 【高等学校学習指導要領(平成３０年告示)理科】(P.117～118)

(生物) 第６　生物基礎

目　標

　生物や生物現象に関わり，理科の見方・考え方を働かせ，見通しをもって観察，

実験を行うことなどを通して，生物や生物現象を科学的に探究するために必要な資

質・能力を次のとおり育成することを目指す。 

　日常生活や社会との関連を図りながら，生物や生物現象について理解するとと

もに，科学的に探究するために必要な観察，実験などに関する基本的な技能を身

に付けるようにする。

　観察，実験などを行い，科学的に探究する力を養う。

　生物や生物現象に主体的に関わり，科学的に探究しようとする態度と，生命を

尊重し，自然環境の保全に寄与する態度を養う。

高等学校・音楽 【高等学校学習指導要領(平成３０年告示)芸術】(P.141)

第１　音楽Ⅰ

目　標

　音楽の幅広い活動を通して，音楽的な見方・考え方を働かせ，生活や社会の中の

音や音楽，音楽文化と幅広く関わる資質・能力を次のとおり育成することを目指す｡

　曲想と音楽の構造や文化的・歴史的背景などとの関わり及び音楽の多様性につ

いて理解するとともに，創意工夫を生かした音楽表現をするために必要な技能を

身に付けるようにする。

　自己のイメージをもって音楽表現を創意工夫することや，音楽を評価しながら

よさや美しさを自ら味わって聴くことができるようにする。

　主体的・協働的に音楽の幅広い活動に取り組み，生涯にわたり音楽を愛好する

心情を育むとともに，感性を高め，音楽文化に親しみ，音楽によって生活や社会

を明るく豊かなものにしていく態度を養う。

高等学校・美術 【高等学校学習指導要領(平成３０年告示)芸術】(P.147)

第４　美術Ⅰ

目　標

　美術の幅広い創造活動を通して，造形的な見方・考え方を働かせ，美的体験を重

ね，生活や社会の中の美術や美術文化と幅広く関わる資質・能力を次のとおり育成

することを目指す。

　対象や事象を捉える造形的な視点について理解を深めるとともに，意図に応じ

て表現方法を創意工夫し，創造的に表すことができるようにする。

　造形的なよさや美しさ，表現の意図と創意工夫，美術の働きなどについて考え,

主題を生成し創造的に発想し構想を練ったり，価値意識をもって美術や美術文化

に対する見方や感じ方を深めたりすることができるようにする。

　主体的に美術の幅広い創造活動に取り組み，生涯にわたり美術を愛好する心情

を育むとともに，感性を高め，美術文化に親しみ，心豊かな生活や社会を創造し

ていく態度を養う。
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高等学校・書道 【高等学校学習指導要領(平成３０年告示)芸術】(P.157)

第10　書道Ⅰ

目　標

　書道の幅広い活動を通して，書に関する見方・考え方を働かせ，生活や社会の中

の文字や書，書の伝統と文化と幅広く関わる資質・能力を次のとおり育成すること

を目指す。

　書の表現の方法や形式，多様性などについて幅広く理解するとともに，書写能

力の向上を図り，書の伝統に基づき，効果的に表現するための基礎的な技能を身

に付けるようにする。

　書のよさや美しさを感受し，意図に基づいて構想し表現を工夫したり，作品や

書の伝統と文化の意味や価値を考え，書の美を味わい捉えたりすることができる

ようにする。

　主体的に書の幅広い活動に取り組み，生涯にわたり書を愛好する心情を育むと

ともに，感性を高め，書の伝統と文化に親しみ，書を通して心豊かな生活や社会

を創造していく態度を養う。

高等学校・保健体育 【高等学校学習指導要領(平成３０年告示)保健体育】(P.131)

第１　体　育

目　標

　体育の見方・考え方を働かせ，課題を発見し，合理的，計画的な解決に向けた学

習過程を通して，心と体を一体として捉え，生涯にわたって豊かなスポーツライフ

を継続するとともに，自己の状況に応じて体力の向上を図るための資質・能力を次

のとおり育成することを目指す。

　運動の合理的，計画的な実践を通して，運動の楽しさや喜びを深く味わい，生

涯にわたって運動を豊かに継続することができるようにするため，運動の多様性

や体力の必要性について理解するとともに，それらの技能を身に付けるようにす

る。

　生涯にわたって運動を豊かに継続するための課題を発見し，合理的，計画的な

解決に向けて思考し判断するとともに，自己や仲間の考えたことを他者に伝える

力を養う。

　運動における競争や協働の経験を通して，公正に取り組む，互いに協力する，

自己の責任を果たす，参画する，一人一人の違いを大切にしようとするなどの意

欲を育てるとともに，健康・安全を確保して，生涯にわたって継続して運動に親

しむ態度を養う。
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高等学校・外国語 【高等学校学習指導要領(平成３０年告示)外国語】(P.163～164)

(英語) 第１　英語コミュニケーションⅠ

目　標

　英語学習の特質を踏まえ，以下に示す，聞くこと，読むこと，話すこと［やり取

り］，話すこと［発表］，書くことの五つの領域（以下この節において「五つの領

域」という。）別に設定する目標の実現を目指した指導を通して，第１款の(1)及び

(2)に示す資質・能力を一体的に育成するとともに,その過程を通して,第１款の(3)

に示す資質・能力を育成する。

　聞くこと

　日常的な話題について，話される速さや，使用される語句や文，情報量など

において，多くの支援を活用すれば，必要な情報を聞き取り，話し手の意図を

把握することができるようにする。

　社会的な話題について，話される速さや，使用される語句や文，情報量など

において，多くの支援を活用すれば，必要な情報を聞き取り，概要や要点を目

的に応じて捉えることができるようにする。

　読むこと

　日常的な話題について，使用される語句や文，情報量などにおいて，多くの

支援を活用すれば，必要な情報を読み取り，書き手の意図を把握することがで

きるようにする。

　社会的な話題について，使用される語句や文，情報量などにおいて，多くの

支援を活用すれば，必要な情報を読み取り，概要や要点を目的に応じて捉える

ことができるようにする。

　話すこと［やり取り］

　日常的な話題について，使用する語句や文，対話の展開などにおいて，多く

の支援を活用すれば，基本的な語句や文を用いて，情報や考え，気持ちなどを

話して伝え合うやり取りを続けることができるようにする。

　社会的な話題について，使用する語句や文，対話の展開などにおいて，多く

の支援を活用すれば，聞いたり読んだりしたことを基に，基本的な語句や文を

用いて，情報や考え，気持ちなどを論理性に注意して話して伝え合うことがで

きるようにする。

　話すこと［発表］

　日常的な話題について，使用する語句や文，事前の準備などにおいて，多く

の支援を活用すれば，基本的な語句や文を用いて，情報や考え，気持ちなどを

論理性に注意して話して伝えることができるようにする。

　社会的な話題について，使用する語句や文，事前の準備などにおいて，多く

の支援を活用すれば，聞いたり読んだりしたことを基に，基本的な語句や文を

用いて，情報や考え，気持ちなどを論理性に注意して話して伝えることができ

るようにする。

　書くこと

　日常的な話題について，使用する語句や文，事前の準備などにおいて，多く

の支援を活用すれば，基本的な語句や文を用いて，情報や考え，気持ちなどを

論理性に注意して文章を書いて伝えることができるようにする。

　社会的な話題について，使用する語句や文，事前の準備などにおいて，多く

の支援を活用すれば，聞いたり読んだりしたことを基に，基本的な語句や文を

用いて，情報や考え，気持ちなどを論理性に注意して文章を書いて伝えること

ができるようにする。
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高等学校・家庭 【高等学校学習指導要領(平成３０年告示)家庭】(P.184)

第２　家庭総合

目　標

　生活の営みに係る見方・考え方を働かせ，実践的・体験的な学習活動を通して，

様々な人々と協働し，よりよい社会の構築に向けて，男女が協力して主体的に家庭

や地域の生活を創造する資質・能力を次のとおり育成することを目指す。

　人の一生と家族・家庭及び福祉，衣食住，消費生活・環境などについて，生活

を主体的に営むために必要な科学的な理解を図るとともに，それらに係る技能を

体験的・総合的に身に付けるようにする。

　家庭や地域及び社会における生活の中から問題を見いだして課題を設定し，解

決策を構想し，実践を評価・改善し，考察したことを科学的な根拠に基づいて論

理的に表現するなど，生涯を見通して課題を解決する力を養う。

　様々な人々と協働し，よりよい社会の構築に向けて，地域社会に参画しようと

するとともに，生活文化を継承し，自分や家庭，地域の生活の充実向上を図ろう

とする実践的な態度を養う。

高等学校・農業 【高等学校学習指導要領(平成３０年告示)農業】(P.198)

第１　農業と環境

目　標

　農業の見方・考え方を働かせ、実践的・体験的な学習活動を行うことなどを通し

て，農業の各分野で活用する基礎的な資質・能力を次のとおり育成することを目指

す。

　農業と環境について体系的・系統的に理解するとともに，関連する技術を身に

付けるようにする。

　農業と環境に関する課題を発見し，農業や農業関連産業に携わる者として合理

的かつ創造的に解決する力を養う。

　農業と環境について基礎的な知識と技術が農業の各分野で活用できるよう自ら

学び，農業の振興や社会貢献に主体的かつ協働的に取り組む態度を養う。

高等学校・工業 【高等学校学習指導要領(平成３０年告示)工業】(P.242)

(機械) 第３　実　習

目　標

　工業の見方・考え方を働かせ，実践的・体験的な学習活動を行うことなどを通し

て，工業の発展を担う職業人として必要な資質・能力を次のとおり育成することを

目指す。

　工業の各分野に関する技術を実際の作業に即して総合的に理解するとともに，

関連する技術を身に付けるようにする。

　工業の各分野の技術に関する課題を発見し，工業に携わる者として科学的な根

拠に基づき工業技術の進展に対応し解決する力を養う。

　工業の各分野に関する技術の向上を目指して自ら学び，工業の発展に主体的か

つ協働的に取り組む態度を養う。
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高等学校・工業 【高等学校学習指導要領(平成３０年告示)工業】(P.242)

(建築) 第３　実　習

目　標

　工業の見方・考え方を働かせ，実践的・体験的な学習活動を行うことなどを通し

て，工業の発展を担う職業人として必要な資質・能力を次のとおり育成することを

目指す。

　工業の各分野に関する技術を実際の作業に即して総合的に理解するとともに，

関連する技術を身に付けるようにする。

　工業の各分野の技術に関する課題を発見し，工業に携わる者として科学的な根

拠に基づき工業技術の進展に対応し解決する力を養う。

　工業の各分野に関する技術の向上を目指して自ら学び，工業の発展に主体的か

つ協働的に取り組む態度を養う。

高等学校・商業 【高等学校学習指導要領(平成３０年告示)商業】(P.311)

第２　課題研究

目　標

　商業の見方・考え方を働かせ，実践的・体験的な学習活動を行うことなどを通し

て，ビジネスを通じ，地域産業をはじめ経済社会の健全で持続的な発展を担う職業

人として必要な資質・能力を次のとおり育成することを目指す。

　商業の各分野について実務に即して体系的・系統的に理解するとともに，相互

に関連付けられた技術を身に付けるようにする。

　ビジネスに関する課題を発見し，ビジネスに携わる者として解決策を探究し，

科学的な根拠に基づいて創造的に解決する力を養う。

　課題を解決する力の向上を目指して自ら学び，ビジネスの創造と発展に主体的

かつ協働的に取り組む態度を養う。

高等学校・情報 【高等学校学習指導要領(平成３０年告示)情報】(P.189)

第１　情報Ⅰ

目　標

　情報に関する科学的な見方・考え方を働かせ，情報技術を活用して問題の発見・

解決を行う学習活動を通して，問題の発見・解決に向けて情報と情報技術を適切か

つ効果的に活用し，情報社会に主体的に参画するための資質・能力を次のとおり育

成することを目指す。

　効果的なコミュニケーションの実現，コンピュータやデータの活用について理

解を深め技能を習得するとともに，情報社会と人との関わりについて理解を深め

るようにする。

　様々な事象を情報とその結び付きとして捉え，問題の発見・解決に向けて情報

と情報技術を適切かつ効果的に活用する力を養う。

　情報と情報技術を適切に活用するとともに，情報社会に主体的に参画する態度

を養う。
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